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に関する協定を締結する。

(目 的 )

条 この協定は、応急調査業務の実施に関す る細 目を定めることにより、災害等に

ける公共施設の被害の拡大、二次災害の防止並びに迅速かつ適切な機能の維持及び

復を図ることを目的とする。

(応急調査協力者等 )

2条  この協定に賛同し、応急調査業務を実施できる、乙、丙及び丁の協会員を災害

応急調査業務協力者 (以下「協力者」という。)と いう。
乙、丙及び丁は、この協定の締結後、速やかに、協力者の名簿 (以下「協力者名簿」

という。)を甲に提出するものとする。
3 乙、丙及び丁は、「協力者名簿」について、その内容に変更が生じたとき又は甲から

特に報告を求められたときは、速やかに、甲に対し、当該事項について報告するもの

とする。

(連絡担当者の設置)

第 3条 甲、乙、丙及び丁はあらかじめ 応急調査業務に関する連絡担当者を定め、必

要な情報を相互に連絡する。
2 乙、丙及び丁はお互いに調整し、甲との連絡窓口を一本化する。
3 甲、乙、丙及び丁は、連絡担当者を定めたとき、又は、これを変更したときは速や
かにそれぞれの窓口に報告するものとする。

(応急調査業務の調査者)

第 4条 甲は、応急調査業務が必要な箇所ごとに協力者の能力、体制等について、乙、

丙及び丁の意見を聴いた上で、応急調査業務の調査者 (以下「調査者」という。)を決

定する。

(応急調査の要請、応諾)

第 5条 甲は、調査者に対し、応急調査業務要請書を交付することにより応急調査を要

請する。
2 調査者は、前項の規定による要請を受けたときは、応急調査業務応諾書を甲に送付

することにより出動を応諾する。



3 甲及び調査者は、緊急の必要があるときは、前 2項の規程にかかわらず、可能な通

信手段を使用す ることにより、出動の要請及び応諾をす ることができる。 この場合に

おいて、甲及び調査者は、遅滞なく、応急調査業務要請書及び応急調査業務応諾書を

交わす ものとす る。

(調査業務の実施 )

第 6条 調査者は前条第 1項の規程による要請があつた ときは、甲の指示に従い、速や

かに、応急調査業務に着手するものとする。

2 前項の応急調査業務は、公共施設の機能の維持及び回復に係 る必要最小限のもの と

する。

3 調査者は、応急調査業務の実施に当たつては、第二者に損害を与えないよう特段の

注意を払わなければならない。

4 調査者は、応急調査業務の調査期間中、随時、当該業務の進捗状況について、甲に

報告 しなければならない。                   
‐

(委託契約の締結 )

第 7条 甲は、応急調査業務の調査期間中又は当該業務の完成後、速やかに、調査者 と

当該業務に係 る随意契約を締結するものとする。

(損害に関する事項 )

第 8条 応急調査業務の成果物に生 じた損害及び当該業務により第二者に与えた損害に

ついては、石川県業務委託契約約款 (平成 23年 3月 )第 27条か ら29条までの規

定を準用する。 この場合において、石川県業務委託契約約款第 29条第 4項及び第 6
∵i  項中 「100分 の 1」 とあるのは、「1000分 の 5」 と読み替えるものとする。

(協定の期間)

第 9条 この協定の期間は、締結の 日か ら平成 26年 3月 31日 までとする。

2 前項の期間満了の 日の 30日 前までに、甲、乙、丙及び丁のいずれか らも文書によ

り何 らの意思表示がなされない ときは、引き続 き同一内容で 1年間更新 され るものと

し、その後もまた同様 とする。

3 乙、丙、及び丁は、前項の規定により協定の期間が更新 された場合には、第 2条第
2項に規定する協力者名簿等をその年の 4月 末 日までに甲に提出するものとする。

(疑義の決定)

第 10条  この協定について疑義が生 じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議 して定める

ものとする。

この協定の成立を証す るため、本書 4通を作成 し、甲、乙、丙及び丁が記名押印の う

え、各 自その 1通を保有する。
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